
令和５年度

１　職員の任免及び職員数に関する状況

　（１）職員採用の状況                                                                

　（２）退職者数の状況                                                                

　（３）職員数の状況

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

２　職員の人事評価の状況

（１）人事評価の概要                                               

対 象 職 員 　全職員（育児休業者及び休職者を除く）

評 価 の 方 法 　5段階（5から1）で評価

評 価 結 果 の 活 用 　任用、給与、分限

 [   0   ］

　本町では職員の主体的な職務の遂行及びより高い能力を持った公務員の育成を行うことにより、公
務能率の向上につなげることを目的として人事評価制度を導入しております。
　人事評価制度は、職務遂行の過程において発揮した能力を評価する「能力評価」とあらかじめ設定
した業務目標の達成度を評価する「業績評価」により行います。

評 価 期 間 　中間評価 4月1日～10月31日　　期末評価 11月1日～3月31日

小　計 18人 17人 △ 1

合　　計
197人 193人 △ 4

 [   205人   ］  [   205人   ］

5人 0
その他 10人 9人 △ 1

30人 30人 0

公営企業等
会計部門

水　道 3人 3人 0
下　水 5人

小　計 149人 146人 △ 3

特別行政部門
教  育 30人 30人 0
小　計

民　生 67人 66人 △ 1
衛　生 15人 15人 0

商　工 3人 3人 0
土　木 10人 10人 0

10人 10人 0
農林水産 8人 8人 0

一般行政部門

議　会 2人 2人 0
総　務 34人 32人 △ 2
税　務

（各年４月１日現在）
　　　　　　　　区　　分 職　員　数 対前年

増減数　部　　門 令和４年 令和５年

退職者数 2人 11人 2人 0人 15人

（令和４年度）

退職の種類 定年退職 普通退職 応募認定早期退職 その他 計

高卒程度 技能労務職 － － －

受験者数 合格者数 令和4年度採用者数

大卒短大卒程度 一般行政職 26人 9人 8人

池田町人事行政の運営等の状況の公表について

　池田町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１９年池田町条例第４号）第３条各号
及び第５条各号に定める事項について、以下のとおり公表します。

（令和４年度）

区分 職　種
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（２）人事評価の評価者等                                                 

３　職員の給与の状況

①職員の平均給与月額、初任給等の状況
（１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１「平均給料月額」とは、令和４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

　　　２「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、時間外勤務手当などすべての　　　　　 

　　　　諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。

（２）職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）

円

円

円

円

②職員の手当の状況
（１）期末手当・勤勉手当

（令和４年度支給割合） 月分 月分

月分 月分

月分 月分 月分 月分

（ ）月分（ ）月分 月分 月分

（加算措置の状況） その他の加算措置

(2%～20%加算)

役職加算　2%～15% （注）岐阜県市町村退職手当組合の規定による。

47.709000

定年前早期退職特例措置

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

2.4 2.0 勤続３５年 39.7575 47.709000

1.35 0.95 最高限度額 47.7090

19.6695 24.586875

期末手当 勤勉手当 勤続２５年 28.0395 33.270750

（２）退職手当　（令和４年４月１日現在）

区　　　　　　分 支給率 自己都合 応募認定・定年

勤続２０年

一般行政職
大　学　卒 185,200

高　校　卒 154,600

技能労務職
大　学　卒 175,300

高　校　卒 151,000

技能労務職 44.3 233,633 238,725

区　　　　　分 初　任　給

区　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

一般行政職 39.4 288,831 321,235

技能労務職 課　長 部　長 副町長

課長補佐
～

係　長
課　長 部　長 副町長

主　査
～

主　事
課　長 部　長 副町長

部　長 副町長 町　長 町　長

課　長 部　長 副町長 副町長

被評価者 第１次評価者 第２次評価者 確認者
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（３）その他の手当

その他の扶養親族 6,500円

満15歳に達する日後の4月1日から満22歳に達する日後の最初の

3月31日までの間　5,000円加算

…

…

…

自動車等の使用者（通勤のために自動車等の使用を常例とするもの、

通勤距離が片道2㎞以上であること）距離に応じて支給

一般の宿日直 … １回につき 4,400円

管理又は監督の地位にある職員に対し支給

…

…

…

正規の勤務時間を超えて勤務したときに支給

　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.5倍）

　（22時から翌朝5時までの深夜勤務は1.6倍）

③特別職の報酬等の状況

円

円 月分

円

※給与の状況については、該当者が無い場合は空欄となっています。

４　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間・休日                                                                

休　日 国民の祝日及び年末年始（12月29日から翌年の1月3日まで）

週休日 土曜日及び日曜日（交代制勤務職員は４週間ごとの期間について８日）

区　分 内                容

勤務時間 午前８時30分から午後５時15分まで　７時間45分（休憩時間を除く） 

休憩時間 午後０時から午後１時まで　１時間   

副 町 長 612,000 4.4 退職日における給料月額×在職年数×300/100　　任期毎　

教 育 長 400,000 退職日における給料月額×在職年数×240/100　　任期毎　

（令和４年度支給割合） （算定方式）　　　　　　　　　　　　（支給時期）

町 長 755,000 退職日における給料月額×在職年数×500/100　　任期毎　

時間外勤
務手当

・勤務日における時間外勤務１時間につき　当該職員の時間単価　×　1.25倍

・週休日における時間外勤務１時間につき　当該職員の時間単価　×　1.35倍

（令和４年４月１日現在）

区　分 給料月額 期末手当 退職手当

管理職手当
・理事・総括部長 44,000円

・部長・次長 30,000円～37,000円

・課長・主幹 20,000円～26,000円

・家賃61,000円以上 28,000円

通勤手当

宿日直手当

扶養手当

配偶者 6,500円　子　10,000円

住居手当

自ら居住するための住宅を借り受け、現に当該住宅に居住し、月額
16,000円を超える家賃を支払っている職員

・家賃27,000円以下 家賃額－16,000円

・家賃27,000円を超え
　61,000円未満

(家賃額－27,000円)×1/2＋11,000円

（令和４年４月１日現在）

手 当 名 支給内容
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（２）休暇制度                                                                      

５　職員の休業に関する状況                                                      

・３歳に満たない子を養育する場合

・休業期間中、給料は支給されません

令和４年取得者　６人　　 

・小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合

・1日につき2時間以内で、給料は時間分減額支給

令和４年取得者　５人　　

６　職員の分限及び懲戒処分の状況                                                      

（１）分限及び懲戒処分者数

７　職員の服務の状況

８　職員の退職管理の状況

令和４年度　該当なし

　職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全
力を挙げてこれに専念しなければならない。この趣旨を具体的に実現するため、地方公務員法に
よって、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、職務上知り得た秘密
を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止、営利企業等の従事制
限など、民間企業の労働者とは異なる服務上の強い制約が課せられている。

　さらに池田町職員服務規程を制定し、職員が常に認識しておかなければならない基本的な心構
えを定めている。

懲戒処分

戒告
減給
停職
免職

法令に違反した場合

0人職務上の義務に違反した場合

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

分限処分

降任
免職

勤務実績が良くない場合
0人職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合

職に必要な適格性を欠く場合

休職
心身の故障の場合

3人
刑事事件に関し起訴された場合

育児休業
 子が3歳に
 達するまで

育　　児
部分休業

 子が小学校
 就学の始期
 に達するまで

（令和４年度）
区分 種類 内　容 件数

介護休暇 負傷、疾病又は老齢により２週間以上の期間にわたり日常生活を営むの
に支障がある配偶者、父母、子等を介護する場合　（２週間～６ヶ月）（無給）

休 業 名 取得可能期間 内                容

年次休暇
１年につき２０日間（翌年に限り２０日を限度として繰越可）  

　　　　　　　　　　　　　　　　令和４年平均取得日数　　９．３日

病気休暇
負傷又は疾病のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得な
い場合

特別休暇
結婚休暇（５日）、夏季休暇（３日）、産前産後休暇（産前６週間、産
後８週間）、慶弔休暇（１～７日）、出生サポート休暇（５日）ほか

区　分 内                容
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９　職員の研修の状況

                                             （１）職員研修の実施状況            

１０　職員の福祉及び利益の保護の状況

（１）職員の健康診断の実施状況                                          （令和４年度）

（２）公務災害の発生状況                          （令和４年度）

（３）福利厚生制度の状況                                                            （令和４年度）

１１　公平委員会に係る業務の状況

（１）公平委員会に係る業務の状況 （令和４年度）

苦情処理  0件  

区              分 件   数

勤務条件に関する措置要求 0件  

不利益処分に関する審査請求  0件  

区      分 概                 要

岐阜県市町村
職員共済組合

地方公務員共済組合法に基づき、職員と町において分担拠出する財源によ
り、長期給付事業、短期給付事業、福祉事業等を行っている。

公務災害の認定件数

　職務遂行中の負傷 3件

　出張中の負傷 0件

　通勤途上中の負傷 0件

年代別総合健康診断 202人 全職員を対象に、岐阜県市町村職員共済組合が実
施する健康診断費用助成事業を実施。特定保健指導 15人

区          分 件　数

共済組合による研修
管理者向けメンタル
ヘルス研修ほか　2

研修
5人 1日 職員の健康増進等を目的に実施。

健康診断の種類 受診者数 備              考

職場内研修
新個人情報保護制度

オンライン研修

岐阜県市町村職員研修
センターによる研修

新規採用職員研修 8人 2日
職員としての役割・立場を再認識
し、総合的な資質の向上を図る。

地方自治制度ほか
39研修

110人 1～2日
各種実務の専門知識を習得し、事
務能力の向上を図る。

（令和４年度）

研修区分 研修名 受講者数 研修日数 研修内容

57人 1日
新個人情報保護制度の内容を把握し、個
人情報保護事務の適正な運用に視するこ
とを目的に実施。
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